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2026年春季要求回答交渉報告
労務局長「国の動向に拘らず、長時間労働是正の県方針は今後も堅持する」

離職票の現行における取扱いの改善や人事制度、昇格運用の見直しについて申し入れました

自治労県職労は4月23日、2026年春季要求の回答交渉を行いました。
冒頭、3月26日に行われた春闘要求提出交渉で提起された課題について、局長から回答があり、その後は現場から寄せられた様々な意見などについて、活発な議論を行いました。

＜労務担当局長回答＞
・本県の財政状況について、緩やかな回復基調であり、現時点で2026年度の税収は好調と見込まれているが、中東情勢の緊張などによるで物価上昇等により、企業収益の落ち込みも懸念される。一方、民間春闘は賃上げ率が５％代であることも承知しているが、経済情勢によっては県税収入の減につながる恐れもあり、楽観はできない。
・基本賃金については、人事委員会勧告を基本として労使で話し合うことが大原則と考えている。給与実態調査は4月22日から行われていると承知している。給与勧告が出されれば、それを基本に県労連の場で話し合う。

・諸手当やその他の勤務条件についても、これまで

の話し合いで多くの措置を講じてきたが、引き続く課題についても今後話し合っていきたい。

・働き方改革について、現行の方針に基づき取り組んできた結果、時間外勤務月100時間や80時間超の職員数は大幅に減少し、平準化は一定程度進んでいると考えられる一方、職位における負担の偏りや、恒常的に多忙な所属の解消ができていないことから、その是正に注力するとともに、労働時間管理に人材育成の視点を取り入れる点を重点ポイントと位置付け、課題に対応していく。今後も事務事業の見直しのほか、勤務時間の適切な管理や職場環境の改善等に積極的に取り組み、限られた人的資源の中でも、行政サービスの持続的な提供につなげていく。

・少子高齢化に伴い県の人口も減少傾向にあることから、人材確保も困難になることが想定される。そのため、働き方改革によって職員が働きがいを感じる職場づくりを進めるとともに、限られた人員で持続的に県民サービスを提供することが可能な組織の構築が必要である。

・人事管理等については、活力ある職場運営や風通しの良い職場づくりを図る観点で、今後も対応していく。

・人事評価システムについては、労使で話し合ってきた枠組みで運用してきているが、今後も人材育成の視点に立ち、適切な運営に努めていくとともに、見直しが必要な場合は県労連の場で話し合っていく。

・メンタルヘルス対策については、職員厚生課や地共済において対応してきているが、今後も話し合いながら施策を進めていきたい。

・福利厚生については、職員厚生課との間で議論していると承知しているが、任命権者共通の課題は県労連の場で話し合っていく。

・臨時的任用職員や会計年度任用職員の労働条件に係る諸課題については、これまでも様々な要求を受け止め、改善を図ってきた。

・再任用制度については、国や他府県の検討状況を踏まえ対応していきたい。

・ノーマライゼーションに関する基本的な考え方については、障害のある方が、その能力を十分に発揮できるよう、議論を踏まえて検討し可能な対応をしてきた。今後とも障害者雇用の促進に取り組んでいく。

現場から寄せられた意見のやり取り
※会計年度任用職員の離職票について
＜自治労＞ 先日、会計年度任用職員の方から以下のような相談があった。
雇用期間満了により離職することになり、給与事務センターから離職票が送られてきたが、勤務継続の意思を所属に伝えていたにもかかわらず、離職理由欄には「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と記載されていた。

また、理由として「給与事務センターでは個々の離職理由を詳細に把握することが困難であるため、一律に『本人からの希望無し』としている。事実と異なる場合は、ハローワークの窓口に申し出てください」との事務連絡が添付されていた。

　本人の更新等の希望の有無は、失業給付の金額や支給期間に影響する重要な事項であるにもかかわらず、所属の都合で一律に「希望無し」とすることは大きな問題ではないのか、とのことだった。

　実際にこうした対応を行っているのか。

＜局長＞ 所属に確認したところ、あらかじめハローワークに確認した上で一律での対応を行っており、現行の運用で問題ないと認識している、とのことであった。離職の理由自体はハローワークで再確認し処理するため、本人意向と異なる処理がなされることはないと聞いている。

＜自治労＞ ハローワークに確認済みということであれば、その回答自体は受け止めるが、実際に当事者から組合に相談があったということは、本人に不利益が生じない、ということがしっかりと伝わっていないからではないのか。

本来は、事業主の責任で事実を記載すべきところを、理由の把握が困難との理由で一律に記載するという説明では、当事者が不安に感じるのも当然ではないか。

＜局長＞ 当事者に誤解を与えるような内容とならないためにも、しっかり説明を尽くすように、当局からも所属に伝えていく。

※人事制度や昇格運用の見直しについて

＜自治労＞ 職員の年齢構成上、将来的に幹部職員が少なくなり、若手職員が業務の中枢を担わなければいけない状況が今後想定される。業務負担だけが若手職員に降りてきたのでは、当事者の納得を得ることは難しいので、そうした状況に対応した人事制度の見直しが必要ではないか。
また、昨年度の国人勧では、昇格運用にあたって在級期間に係る制度を廃止するといった動きもあり、一部自治体も追随していることから、本県でもモチベーション維持や人材確保の観点から、中途採用者の昇格運用の見直しを図るべきだ。

※専門人材の育成について

＜自治労＞ 専門的な事務職員の人材育成が急務であり、早急に具体的な対策を講じないと大変なことになる。自分は現在、税務所属にいるが、ベテランと若手に特化していて、40代の職員がほとんどいない状況だ。今のうちに対策を打たないと専門的知識やスキルが継承されないことになる。
＜局長＞ その問題はずっと前から言われていることだが、やろうと思えば今でも取り組めると思う。専門人材の育成はＯＪＴでしか身に付かないので、何が弊害となっているのか、今後も現場の実情を知らせてほしい。

※様々な障害を持つ職員を受け入れる環境整備

＜自治労＞ 様々な障害者を持つ職員が働きやすい職場環境を整備することが必要だ。
また、最近では外形的にはわからない障害を持つ職員もおり、理解が得られず人間関係に苦しむ事例も多く聞くことから、労使で問題意識を共有しながら、環境整備にともに取り組んでいただきたい。

＜局長＞ 障害を持つ職員には、自分の情報を言える方もいれば、言えない方もいる。今後、職員の情報や行動記録等をどのように扱っていくかが課題だと思う。そうした情報を人事当局で共有し、どのような配慮が必要なのかを踏まえた上で異動等を行っていければ、気づきにくいことも気付けるようになるかもしれない、とは感じている。

※人事異動の内示の前倒しについて

＜自治労＞ 昨年度の確定交渉で異動時期の若干の前倒しが行われたものの、依然として内示時期が遅すぎるという声が多い。
＜局長＞ 現行の事務処理作業を踏まえるとこれ以上の前倒しは難しい。それとは別の観点で、なぜこれ以上の前倒しが必要なのか、その理由が見えにくい、というのが正直な思いとしてある。

＜自治労＞ 具体的な理由の一例として、自治労では以前から、視覚に障害のある職員については交通機関の確認の必要からの前倒しを主張している。合理的配慮の観点からも改善が必要だ。

※働き方改革の取組について

＜自治労＞ 昨年度の確定交渉等の場などでも、働き方改革については、過重労働の撲滅といった従来の方針を基本的に堅持していることに心強い思いを持ってはいる。しかしながら、昨今の国等の動きを見ていると、本来の取組の趣旨に逆行する動きがあることも感じ、危惧している
＜局長＞国の動向にかかわらず、これまでの県のスタンスは引き続き維持していく。

